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Ⅳ　雇用・就業

現状と課題

●　障害者が自立した生活を送る上で，経済基盤の確立が重要ですが，県内の障害者を取り
巻く雇用環境は，民間企業における雇用率が引き続き＊法定雇用率を下回るなど厳しい状
況にあります。このため，事業主に法定雇用率を達成し，積極的な障害者雇用に努めてい
ただく必要があります。
また，障害者の就業促進と職業的自立の重要性について，事業主をはじめ，広く県民に

理解を深めるための啓発広報を充実する必要があります。
●　雇用・就業機会の拡大については，国などと連携して，障害者雇用事業所などへの各種
の支援・助成措置を行っているほか，県独自で小規模作業所への助成や在宅就業研修など
を実施しています。雇用・就業形態の多様化，情報技術の進歩などを踏まえ，支援措置の
充実を図る必要があります。

●　精神障害者の就労支援については，一般の事業所において社会適応訓練事業を実施して
いますが，就労に結びつくケースが少ない状況にあるため，雇用の促進を図る必要があり
ます。

●　障害者の職業訓練については，広島地域障害者雇用支援センターや＊広島障害者職業能
力開発校などにおいて，障害に応じた訓練科目を設定し職業訓練を推進していますが，訓
練ニーズや雇用ニーズの変化に対応した能力開発・向上を図っていく必要があります。

今後の取組

１　雇用・就業の促進

�　啓発広報の強化
●　啓発資料を作成し事業主などに配布するとともに，ホームページなどを通じ，障害者の
社会的自立に大きな意義を持つ就業の重要性について，継続的な広報・啓発に努めます。
●　障害者の雇用に積極的に取り組んでいる企業や事業所の事例を紹介することで，新たな
取組の契機としていただき，就業機会の拡大を図ります。

●　県内の企業や経済団体を訪問し，法定雇用率の達成などの障害者の積極的な雇用につい
て要請を行います。

●　各市町村などにおいて障害者の雇用が促進されるよう，国などと連携を図りながら助言
に努めます。

●　雇用促進展を開催し，障害者の就業について県民の理解を深めます。

�　雇用・就業の機会拡大
●　障害者と事業主との就職面接会を関係機関と連携して開催します。
●　＊職場適応訓練費及び＊職場適応奨励金の支給制度を活用し，就業機会の拡大や雇用の
維持に努めます。
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●　就業が困難な障害者に対し，職業的自立までの一貫した就業支援を行う広島地域障害者
雇用支援センター及び障害者就業・生活支援センターへの支援を行います。
●　在宅での就業を希望する障害者を対象として，ITを活用した研修を実施し，職域の拡大
を図ります。
●　障害者多数雇用事業所などへの＊官公需の発注については，国の検討状況も踏まえつつ，
対象事業所の把握や障害者多数雇用事業所などへの受注機会の拡大について検討します。
●　県職員の採用試験においては，身体障害者を対象とした試験を実施しており，今後も身
体障害者の雇用に努めます。
●　教員採用試験では，障害の程度に応じて，適性検査と実技試験の一部又はすべてを免除
する特別選考を実施し，障害者の雇用に努めます。

２　就労の場の整備

●　通所による作業訓練などを行う通所授産施設，小規模通所授産施設の整備を推進し，働
く場の確保を図るとともに，経済的自立が可能となるよう収入の確保を目指し，高利益が
得られる授産事業の開発，研究，一般企業との連携，販路拡大のためのネットワークづく
りなどについて検討します。
●　＊小規模作業所については，支援の目的を障害者の経済的自立の推進と位置付け，法定
化を前提とした支援を行います。
●　一般就業が困難な障害者に就労の場を確保する身体＊障害者福祉工場の整備を検討しま
す。その整備に当たっては，就労者の住居の確保が重要であることから，身体障害者福祉
ホームと隣接して整備し，職住近接した生活環境の実現を図ります。
●　精神障害者の社会適応訓練事業については，市町村と連携し協力事業所の確保を図りま
す。また，雇用の促進に向け，公共職業安定所などとの連携を図ります。

３　職業能力の開発

●　障害者の就業促進を図るため，その能力や適性に応じた職業訓練を実施します。
●　広島障害者職業能力開発校が中国・四国地域における障害者のための職業訓練の中核施
設として，その機能が発揮できるよう，引き続き適正な維持管理・運営を行います。
●　あらゆる機会を捉えた就職支援活動に取り組み，訓練生の就職率の向上に努めます。
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広島障害者職業センター 

障害者就業・生活支援センター 

障害者雇用支援センター 

相談・支援 

啓発・広報 

連携 
協力 

雇用，就業 

連携 
協力 

連携 
協力 

相談，支援 相談，支援 

求職・職業相談 助言・指導 

求　　人 

雇用納付金制度による助成金等の申請 

支援 

職　業　紹　介 

助成金等支給 

職業訓練 

職場適応訓練委託 

職場適応奨励金 

啓発・広報 職場適応訓練手当 
県 

・啓発，広報 
・雇用・就業の機会拡大 
・職業能力の開発 

事
　
　
業
　
　
主 

障
　
　
害
　
　
者 

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 

（社）広島県雇用開発協会 

公 共 職 業 安 定 所 
（ハローワーク） 

厚生労働省広島労働局 

広島障害者職業能力開発校 

広島県立高等技術専門校 

障害者雇用の援助機関 

※身体障害者，知的障害者 

※精神障害者 
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経済的自立の仕組みづくり 

通
所
授
産
施
設
・
福
祉
工
場
等 

★「
授
産
活
動
」
か
ら
「
生
産
活
動
」
へ 

★「
生
き
が
い
就
労
」
か
ら
「
自
立
の
た
め
の
就
労
」
へ 

企業へ 

福祉工場へ 

独立採算・企業化 

活動のレベルアップ 

利益を生み出す授産活動 

安
心
生
活
の
サ
ポ
ー
ト 

障　害　者　の　自　立　生　活 

相談・支援 生活訓練 在宅サービス 

身体障害者療護施設，知的障害者援護施設等 

・独立採算，企業化 

・利潤を生み出す就労 

・所得の確保 

・ビジネスセンスの導入 
・付加価値の高い自主製品の開発 
・販売ルートの確保 等 

企業，経営アドバイザー等 

・先進事例等の調査・研究 
・商品開発，販路の拡大，企業との連携の在り方 
・具体的な支援策の取りまとめ（実践モデル） 

第１段階 

発展 移行 

第２段階 

発展 移行 

第３段階 

・補助金依存 
　からの脱却 
 
・生きがい就労 
　からの転換 
 
 

障害者の経済的自立支援の検討 
　行政，障害者福祉サービス関係者や民間企業などから幅広く意見を集約し，障害者の経済的自立を促進
するための具体的な支援策などを検討する。 

居宅 
グループホーム 

福祉ホーム 

障
害
者
の
経
済
的
自
立

 

就労・通勤 

連携，協働，助言等 

経済的自立が可能な収入 

～補助金に依存した福祉的授産活動から利益を生み出す生産活動へ～ 

障害者の経済的自立を促進するためのしくみづくり   


